
 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 
（法人番号） 

山梨市商工会  （法人番号 3090005004027） 

山梨市     （地方公共団体コード 192058） 

実施期間 令和 4年 4月 1日～令和 9年 3月 31日 

目標 

【目標①】小規模事業者の生産性の向上や競争力の強化支援による経営の安定と 

持続的発展および魅力ある商工業のまちづくり 

【目標②】小規模事業者の経営革新、新たなビジネスモデルの創出、地域資源を 

活用した新商品・サービスの開発等の支援による、事業者の事業規模拡大お

よび将来的な雇用の受け皿創出 

【目標③】小規模事業者の DXに向けた取組を支援することによる地域の新たな 

活力創出 

事業内容 

 

3.地域の経済動向調査に関すること 

①地域の経済動向分析 

②市内事業者（個人事業主）の財務情報分析 

 

4.需要動向調査に関すること 

①「山梨フェア」での商品調査 

②「テクニカルシヨウヨコハマ」での製品調査 

 

5.経営状況の分析に関すること 

①小規模事業者の経営分析 

 

6.事業計画策定支援に関すること 

①DX推進セミナーの開催・IT専門家派遣の実施 

②事業計画策定支援 

 

7.事業計画策定後の実施支援に関すること 

①事業計画のフォローアップ（計画を策定した全事業者を対象） 

 

8.新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

①展示会・商談会の出展支援 

ア）農商工連携マッチングフェア（BtoB） 

イ）工業技術見本市テクニカルショウヨコハマ（BtoB） 

②ホームページの作成支援（BtoB,BtoC） 

③ネットショップの構築支援（BtoB,BtoC） 

④マスメディアの活用による販路開拓（BtoC） 

 

連絡先 

 

山梨市商工会 経営支援課 

〒405-0018 山梨県山梨市上神内川 1348番地 

TEL: 0553-22-0806 FAX: 0553-23-1529 E-mail: y-city1202@yamanashi.or.jp 

 

山梨市 商工労政課 商工労政担当 

〒405-8501 山梨県山梨市小原西 843番地 

TEL: 0553-22-1111 FAX: 0553-23-2800 E-mail: shokorosei@city.yamanashi.lg.jp 
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オ 観光交流客数の推移 

令和 2（2020）年の観光入込客数は 96 万人である。推移をみると、新型コロナウイルス感染症による影

響で減少したものの、近年は 150 万人前後で推移していることが読み取れる。 
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出典：山梨県観光文化部観光文化政策課「山梨県観光入込客統計調査」 

 

カ 産業 

(a)業種別の商工業者数（小規模事業者数）の推移 

令和 3（2021）年 4 月の商工業者数は 1,328 社であり、うち 1,212 社（91.4％）が小規模事業者である。 

産業別の商工業者の割合をみると、卸売・小売業が 333社（25.1％）で最も多く、建設業が 295社（22.2％）、

飲食・サービス業が 149 社（11.2％）、製造業が 143社（10.8％）と続く。 

推移をみると、製造業や卸・小売業において、商工業者数の減少傾向がみられる。 

 

2017年4月
（H29）

2018年4月
（H30）

2019年4月
（H31･R1）

2020年4月
（R2）

2021年4月
（R3）

商工業者数 1,330 1,359 1,351 1,322 1,328

小規模事業者数 1,206 1,234 1,225 1,205 1,214

小規模事業者の割合 90.7% 90.8% 90.7% 91.1% 91.4%

（建設業） 273 290 298 296 295

（製造業） 163 150 145 143 143

（卸売・小売業） 355 360 355 338 333

（飲食サービス業） 156 160 155 150 149

（その他） 383 399 398 395 408
 

出典：商工会事業所管理システムから作成 

 

(b)業種別の課題（経営課題） 

ⅰ_商業 

 核となる大型店が市内には乏しく、近隣地域への購買力の流出が続いている。また、山梨市の周辺部商

店街として位置づけられる山梨地区、日下部地区、八幡地区、牧丘地区でも店主の高齢化とともにマンネ

リ化が顕著で、客離れが進んでいる。加えて、市民の高齢化の進展や一人暮らし世帯の増加に伴い、日用

品の買い物に不便を感じている買い物弱者が増加傾向にあるため、今後はその需要に対応するための取組

も必要になってくる。 

 

ⅱ_工業 

 中小企業では独自製品の開発に取り組むなど積極的な経営姿勢の企業もあるが、小規模事業者では、経

営者の高齢化が進んでおり、事業承継への対応が課題となっている。今後は親族承継だけではなく、従業

員への承継や M&A などの手法も検討していく必要がある。 
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ⅲ_観光業 

 当市には、西沢渓谷やほったらかし温泉をはじめとした、四季折々の美しい自然を満喫できる施設や、

豊富な果物等、観光資源が数多くある。しかし、令和 2（2020）年からの新型コロナウイルス感染拡大の

影響により、観光客自体が激減している。今後を見据え、安定的な来訪客確保の為には、安心安全を掲げ

た観光 PR とともに、SNS 等のデジタル技術を積極的に活用した情報発信にも注力し、地域に応じた個別或

いは集団での経営支援を行う必要がある。 

 

キ 第 2 次山梨市まちづくり総合計画 

第 2 次山梨市まちづくり総合計画の商工・観光に該当する箇所は下表のとおりである。 

商工業では、「事業者数の増加」「事業者の規模拡大」「商店街のにぎわい創出」「買い物弱者の減少」「地

域資源の活用」、観光では、「滞在型観光の増加」「インバウンド対応」などが掲げられている。 

 

■長期ビジョン 

将来像 誇れる日本を、ここ山梨市から。 

ビジョン 

Vision1 四季折々の色あいを大切に、にぎわいのある山梨市 

1 稼ぐ農業へ挑戦するまち 

2 魅力ある商工業のまち 

3 都市と自然の交流のまち 

4 地域資源を活かした産業の創出に挑戦するまち 

 

■中期計画（平成 29 年度～令和 4 年度） 

(2)魅力ある商工業のまち 

・市内商工業事業者の数を増やすとともに、事業者の規模を拡大させることで、雇用を確保すること 

・商店街のにぎわいを創出し、山梨市内での消費を増やすこと 

・買い物弱者を減少させること 

(3)都市と自然の交流のまち 

・市内観光入込客数を増やすこと 

・外国人観光客も含め、滞在型観光客を増やすこと 

・まちをガイドできる市民（「まちのソムリエ」）を増やすこと 

・観光時の事故を減らすこと 

(4)地域資源を活かした産業の創出に挑戦するまち 

・森林セラピー体験者を増やすこと 

・医療・福祉・介護関連のしごとを増やすこと 

・農福連携事業者を増やし、障がい者等の雇用を増やす 

・森林施業者を確保し、森林の適切な維持管理を行うこと 

 

 

②課題 

これまで記述した内容から小規模事業者にとって対策が必要な地域の課題をまとめる。 

まず、人口をみると、当市の人口は平成 12（2000）年の 39,797 人をピークに減少傾向に転じ、今後も

減少傾向が続くことが見込まれている。商業事業者にとっては、市外への販売強化、観光客向けの販売強

化など、人口減少による消費の減衰への対応が課題となる。また、市内消費者をターゲットにした店舗等

においても、現状、店主の高齢化とともに、マンネリ化が顕著となっていることから、それぞれの店舗が

独自の魅力を持つような、店づくり等が課題といえる。 

さらに、年齢 3 区分別人口をみると、高齢化率が上がることが予測される。消費構造が変化していくこ

とから、この変化への対応が課題となる。特に、市民の高齢化の進展や一人暮らし世帯の増加に伴い、日

用品の買い物に不便を感じている買い物弱者が増加傾向にあるため、今後はこれら買物弱者に対する取組

も必要になってくる。また、生産年齢人口の減少が見込まれ、働き手が不足することが予測されることか

ら、生産性向上等への取組が必要となる。 

観光面では、当市には、西沢渓谷やほったらかし温泉をはじめとした、四季折々の美しい自然を満喫で
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きる施設や、豊富な果物等、観光資源が数多くある。現在、新型コロナウイルス感染症の影響で観光客が

減少しているが、今後を見据えると、アフターコロナ・ウィズコロナ時代に適合 た観光施策が必要であ

る。具体的には、山梨市や当会が安心安全を掲げた観光 PR を行うとともに、小規模事業者においても SNS

等のデジタル技術を積極的に活用した情報発信（集客）等が求められる。 

併せて、当市は農林水産省の果樹生産出荷統計で桃・ぶどうの栽培面積・収穫量・出荷量いずれもが全国

の市町村の中で第三位となっている。特に肥沃な土地を生かした高品質な農作物を生産しておりぶどうや

桃、さくらんぼといったフルーツ狩りを開催している果樹園も多く、観光客を楽しませている。 

小規模事業者も、これら特産品を活用した高付加価値商品の開発等への取組が課題といえる。 

事業所数の推移をみると、平成 29（2017）年 4 月時点では商工業者数が 1,330 社（うち小規模事業者数

が 1,206 社）、令和 3（2021）年 4 月時点では商工業者数が 1,328 社（うち小規模事業者数が 1,214 社）と、

4 年間で大きな変動がみられない。一方、業種別にみると、製造業や卸・小売業において、事業者数の減

少がみられる。地域の活力維持のためには、特にこれらの業種において事業承継等を促進させることが課

題であるといえる。 

 

(2)小規模事業者に対する長期的な振興のあり方 

①10 年程度の期間を見据えて 

 当市の少子高齢化における人口減少が進むことにより、小規模事業者にとって益々厳しい経営環境にな

ることが予想される。そこで、今後の社会や経済情勢の変化に対応すべく、地域の現状と課題、及び当会

に期待する施策、役割を踏まえた中で、消費者動向などの社会的なニーズを的確に把握して小規模事業者

の長期的な振興のありかたとして、以下を定め、地域活性化及び事業の持続的発展を目指す。 

  

(1)地域企業の減少に歯止めをかける 

①小規模事業者が経営の安定と持続的発展を遂げている 

②事業承継を円滑に進め、後継者不足による廃業が最小限である 

③地域内での創業・第二創業が堅調に増え、長きにわたって継続している 

 

(2)経営の抜本的な見直しを行う 

①新事業活動など経営革新を行う小規模事業者が増えている 

②地域資源活用、農商工連携、6 次産業化による新商品、新サービスを提供する企業が増えている 

 

(3)観光振興における地域内の活性化 

①地域の観光資源と併せて、果樹関連の観光振興による交流人口の増加に伴い、地域小規模事業者への

波及効果をもたらしている 

②商談会等におけるマッチング、売れる商品への改良及び新商品のブラッシュアップを通じた新たな販

路開拓が実現できている 

 

 また、上記の長期的な振興のありかたを実現するため、当会では以下の支援を実施する。 

 

〈 地域経済牽引事業の促進及び中小企業の生産性向上と収益力強化 〉 

本地域の強みを活かし稼ぐ力を高めるため、地域において中核的な役割を果たす企業を中心に、その生

産性の向上を図るなど競争力の強化を後押しする。また、本市経済を支える中小企業において、先端設備

などを導入することにより、新たなビジネスモデルの創出、新商品・サービスの開発、業務プロセスの改

善等を図り、労働生産性の向上を実現する。併せて、新たな製品・サービス開発のための設備投資の支援、

税負担軽減、IT 導入支援など中小企業の生産性革命を実現する施策に取り組む。 

 

②第 2 次山梨市まちづくり総合計画との連動性・整合性 

第 2 次山梨市まちづくり総合計画の商工・観光をみると、商工業では、「事業者数の増加」「事業者の規

模拡大」「商店街のにぎわい創出」「買い物弱者の減少」「地域資源の活用」、観光では、「滞在型観光の増

加」「インバウンド対応」などが掲げられている。 

前項の(1)は、総合計画の「事業者数の増加」、前項の(2)は、総合計画の「事業者の規模拡大」「商店街
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のにぎわい創出」「買い物弱者の減少」「地域資源の活用」、前項の(3)は総合計画の「地域資源の活用」「滞

在型観光の増加」「インバウンド対応」にそれぞれ資する目標であり、連動性・整合性があるといえる。 

 

③商工会としての役割 

ア 当会の役割 

当会は、平成 18 年 4 月に市町村の合併を受け、2 つの商工会が合併し発足。山梨地区に本所、牧丘三富

地区に支所を設置し、1,328 の商工業者（内小規模事業者数 1,214）を対象に経営に関する相談を中心に

業務を実施している。 

「地域密着、身近にあって 頼りになる 商工会」を基本目標に、市行政はじめ、国・県指導のもと山梨

県商工会連合会、金融機関、関係機関等（山梨県信用保証協会、やまなし産業支援機構等）と連携を図る

中で事業の展開を行っている。 

第 1 期経営発達支援計画では、以下の目標を掲げ、小規模事業者支援を実施してきた。今後は第 2 期経

営発達支援計画を定め、小規模事業者の活性化に向けて全職員一丸となり取り組む。 

 

目標（第 1 期経営発達支援計画） 

 

(1)地域事業者の減少に歯止めをかけるために 

①既存事業者の経営状況を詳細に把握し、需要動向の調査、事業計画の策定・実施支援、販路開拓な

どを支援しながら「経営をしっかり行う持続的企業」を数多く育てる。 

②高齢化が進んでいる経営者に対する事業承継、後継者の育成支援を行う。 

③資金調達、事業承継、経営改善などを既存事業者の実態やニーズにあった支援を行う。 

④創業時における支援と創業後のニーズに合った支援を継続的に行うとともに、起業・創業支援によ

り雇用の増進を図る。 

(2)経営の抜本的な見直しを行う 

①商品、製品、サービス等の高付加価値による経営革新への理解と経営革新に取り組む為の支援を行

う。 

②地域資源を活用した新商品、新サービス等の開発支援や、物産展等での販路開拓支援を行う。 

(3)観光振興における地域内の活性化 

①観光資源等に訪れる観光客に対し、地域内の飲食店、小売業者等への波及効果をもたらす為、商品

や店舗等の情報発信を行い地域内での消費喚起に繋がる支援を行う。 

 

以上の目標がより効果的に実施できるよう、支援力の向上に向けて、山梨県商工会連合会をはじめ関

係各機関と連携し支援ノウハウ等の情報交換を行うとともに、職員の支援ノウハウや資質の向上に取り

組む。 

 

 
(3)経営発達支援事業の目標 

【目標①】 

小規模事業者の生産性の向上や競争力の強化支援による経営の安定と持続的発展および魅力ある商工

業のまちづくり 

 

【目標②】 

 小規模事業者の経営革新、新たなビジネスモデルの創出、地域資源を活用した新商品・サービスの開発

等の支援による、事業者の事業規模拡大および将来的な雇用の受け皿創出 

 

【目標③】 

 小規模事業者の DX に向けた取組を支援することによる地域の新たな活力創出 
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（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

【令和５ 年４ 月現在】 

 

（１）実施体制（商工会又は商工会議所の経営発達支援事業実施に係る体制／関係市町村の経営発達支援

事業実施に係る体制／商工会又は商工会議所と関係市町村の共同体制／経営指導員の関与体制 等） 

 

法定経営指導員 1名(兼 経営支援課長)

経営指導員 2名

経営支援員 6名

山梨市

商工労政課
事務局長

 
 

（２）商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第７条第５項に規定する経営指導員

による情報の提供及び助言に係る実施体制 

①法定経営指導員の氏名、連絡先 

氏 名：依田 弘治 

連絡先：山梨市商工会 TEL.0553-22-0806 

 

②法定経営指導員による情報の提供及び助言 

経営発達支援計画の実施・実施に係る指導及び助言、目標達成に向けた進捗管理、事業の評価・見直

しをする際の必要な情報の提供等を行う。 

 

（３）商工会／商工会議所、関係市町村連絡先 

①商工会／商工会議所 

〒405-0018 

山梨県山梨市上神内川 1348 

山梨市商工会 

TEL： 0553-22-0806 ／ FAX： 0553-23-1529 

E-mail： y-city1202@shokokai-yamanashi.or.jp 
 

②関係市町村 

〒405-8501 

山梨県山梨市小原西 843 

山梨市役所 商工労政課 商工労政担当 

TEL： 0553-22-1111（内線 2362） ／  FAX: 0553-23-2800 

E-mail： shokorosei@city.yamanashi.lg.jp 
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（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                      （単位 千円） 

 
令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

必要な資金の額 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 

 

地域の経済動向調査に関する

こと 

 

需要動向の調査に関すること 

 

経営状況の分析に関すること 

 

事業計画策定支援に関するこ

と 

 

事業計画策定後の実施支援に

関すること 

 

新たな需要の開拓に寄与する

事業に関すること 

 

事業の評価及び見直しをする

ための仕組みに関すること 

 

経営指導員等の資質向上等に

関すること 

150 

 

 

100 

 

100 

 

1,000 

 

 

300 

 

 

1,000 

 

 

50 

 

 

200 

150 

 

 

100 

 

100 

 

1,000 

 

 

300 

 

 

1,000 

 

 

50 

 

 

200 

150 

 

 

100 

 

100 

 

1,000 

 

 

300 

 

 

1,000 

 

 

50 

 

 

200 

150 

 

 

100 

 

100 

 

1,000 

 

 

300 

 

 

1,000 

 

 

50 

 

 

200 

150 

 

 

100 

 

100 

 

1,000 

 

 

300 

 

 

1,000 

 

 

50 

 

 

200 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

国補助金、県補助金、山梨市補助金、自主財源 

 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 
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（別表４） 

 経営発達支援計画を共同して作成する商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者を連携して経

営発達支援事業を実施する者とする場合の連携に関する事項 

連携して事業を実施する者の氏名又は名称及び住所 

並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連携して実施する事業の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連携して事業を実施する者の役割 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


